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   第 ４ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成29年９月26日(火曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時37分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成29年度熊本県一般会計補

正予算（第３号） 

議案第６号 熊本県介護福祉士等修学資金

貸与条例を廃止する条例の制定について 

報告第10号 一般財団法人熊本さわやか長

寿財団の経営状況を説明する書類の提出

について 

報告第11号 公益財団法人熊本県総合保健

センターの経営状況を説明する書類の提

出について 

報告第12号 公益財団法人熊本県移植医療

推進財団の経営状況を説明する書類の提

出について 

報告第13号 公益財団法人熊本県生活衛生

営業指導センターの経営状況を説明する

書類の提出について 

報告第37号 いじめに係る重大事態に関す

る調査結果の報告について 

請第27号 熊本地震における医療費の窓口

負担等の免除措置継続に関する請願 

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①国民健康保険制度改革に向けた検討状

況について 

  ②震災関連死の概況について（中間とり

まとめ） 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 髙 島 和 男 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 古 閑 陽 一 

政策審議監 渡 辺 克 淑 

医 監 迫 田 芳 生 

長寿社会局長 福 田   充 

子ども・障がい福祉局長 柳 田 紀代子 

健康局長 田 原 牧 人 

首席審議員兼 

健康福祉政策課長 野 尾 晴一朗 

健康危機管理課長 厚 地 昭 仁 

高齢者支援課長 谷 口   誠 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 下 山   薫 

社会福祉課長 島 川 圭 二 

子ども未来課長 吉 田 雄 治 

首席審議員兼 

子ども家庭福祉課長 冨 永 章 子 

障がい者支援課長 奥 山 晃 正 

首席審議員兼 

医療政策課長 松 岡 正 之 

国保・高齢者医療課長 早 田 章 子 

健康づくり推進課長 岡 﨑 光 治 

薬務衛生課長 大 川 正 晃 

病院局 

病院事業管理者 永 井 正 幸 

総務経営課長 緒 方 克 治 



第４回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成29年９月26日) 

 - 2 - 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 若 杉 美 穂 

政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○田代国広委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第４回厚生常任委

員会を開催いたします。 

 本日の委員会に２名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしまし

た。 

 次に、今回付託されました請第27号につい

て、提出者から趣旨説明の申し出があってお

りますので、これを許可したいと思います。 

 請第27号についての説明者を入室させてく

ださい。 

   (請第27号の説明者入室) 

○田代国広委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡単にお願いします。 

 それでは、請第27号の趣旨の説明をお願い

します。 

(請第27号の説明者趣旨説明) 

○田代国広委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査をいたしますので、本日は

これでお引き取りください。 

   (請第27号の説明者退室) 

○田代国広委員長 次に、前回の委員会以降

に人事異動があっておりますので、自席から

自己紹介をお願いします。 

   (長寿社会局長、国保・高齢者医療課長

の順に自己紹介) 

○田代国広委員長 次に、本委員会に付託さ

れた議案等を議題とし、これについて審査を

行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 初めに、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて付託議案等について担当課長から

順次説明をお願いします。 

 初めに、古閑健康福祉部長。 

 

○古閑健康福祉部長 健康福祉部長でござい

ます。本日はよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議案の説明に先立ちまして、健

康福祉部における熊本地震からの復旧、復興

に向けた取り組みにつきまして御説明を申し

上げます。 

 昨年４月の熊本地震発災以降、健康福祉部

では、被災された方々の一日も早い生活再建

と本県の医療・福祉体制の復旧と復興に向

け、全力で取り組んでいるところでございま

す。 

 特に、被災された方々の生活の拠点となる

住まいの再建につきましては、震災前の生活

を一日も早く取り戻していただくため、今定

例会に新たな熊本型の住まい再建支援に係る

予算を計上いたしております。 

 今後も引き続き、取り組みを加速化させ、

被災者に寄り添った支援をより一層進めてま

いります。 

 続きまして、本議会に提出しております健

康福祉部関係の議案等の概要につきまして御

説明を申し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係１議

案、条例関係１議案、報告５件でございま

す。 

 まず、議案第１号平成29年度熊本県一般会

計補正予算につきまして、震災分と通常分、

合わせて総額14億2,300万円余の増額となる

補正予算をお願いしております。 

 次に、条例関係につきましては、議案第６

号熊本県介護福祉士等修学資金貸与条例を廃

止する条例の制定について提案をいたしてお

ります。 

 また、報告関係につきましては、報告第10
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号一般財団法人熊本県さわやか長寿財団の経

営状況を説明する書類の提出について外４件

を御報告させていただきます。 

 このほか、その他報告事項として、国民健

康保険制度改革に向けた検討状況について外

１件を御報告させていただくこととしており

ます。 

 以上が今回提出しております議案の概要で

ございます。詳細につきましては、関係課長

が説明いたしますので、よろしくお願いをい

たします。 

 

○田代国広委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 着座のまま、平成29年度９月補正予算関係

について御説明を申し上げます。 

 説明資料の２ページをお願いします。 

 右の説明欄の１、社会福祉諸費のうち、

(1)くまもと暮らし安心システム推進事業に

つきましては、国庫補助事業の対象とならな

かったことから、財源を全額地域福祉基金に

更正するものです。 

 続きまして、震災対応の２事業について説

明申し上げます。 

 (2)地域支え合いセンター運営支援事業に

つきましては、地域支え合いセンターの運営

経費について、センタースタッフの増員等に

係る所要見込み額の増に伴い、２億200万余

の増額をお願いしております。国庫補助率が

10分の10の事業でございます。 

 (3)の住まいの再建支援事業につきまして

は、復興基金を活用し、仮設住宅入居者の被

災された方々が、一日も早く恒久的な住まい

を再建されるよう、自宅、民間賃貸住宅、公

営住宅と、住まいの再建方法に応じてパッケ

ージとして支援を行うものです。所要額とい

たしまして、11億9,600万円余を計上してお

ります。 

 具体的な支援策の説明につきましては、別

冊の説明資料をお願いします。 

 こちらのほうの「熊本型」すまいの再建加

速化事業の資料をお願いいたします。 

 １ページ目をおめくりください。 

 １ページ目には、住まいの再建支援策の考

え方を記しております。 

 知事が日ごろから申しておりますように、

住まいの再建なくして熊本地震からの復興は

ないという考え方に沿って、住まいの再建確

保を行ってまいります。 

 ２ページ目をお願いします。 

 再建の４つのポイントを掲げております。 

 まず、自宅再建が全体の６割を占めるこ

と、高齢者、子育て世帯等に対する手厚い支

援、再建方法に応じてパッケージで漏れなく

支援する、迅速な支援という４点を上げさせ

ていただいております。 

 ３ページ目をお願いします。 

 住まいの再建の４つの支援策でございま

す。 

 まず、①自宅再建利子助成、②リバースモ

ーゲージ利子助成、③民間賃貸住宅入居支援

助成、④転居費用助成の４つの支援策を行っ

ていくこととしております。 

 自宅再建をなさる方には、①②④の施策

を、民間賃貸住宅に移られる方には、③④の

施策を、公営住宅に移られる方には、④の施

策を実施します。 

 事業主体は、①と②が県と熊本市、熊本市

の被災者の方は熊本市が、それ以外の市町村

の被災者は県が受け持つこととしておりま

す。③④につきましては、市町村事業として

おります。 

 厚生常任委員会に議案として計上している

ものは、①と②で約12億となります。それ以

外につきましては、市町村分となりますの

で、総務常任委員会にて御審議いただいてお

ります。 
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 ４ページをお願いします。 

 自宅再建利子助成ですが、これにつきまし

ては、くまもと型復興住宅の建設をモデル

に、一定額までの利子負担をゼロにするもの

です。特に、教育費等の負担が大きい子育て

世帯が、安心して借り入れができるような仕

組みとしております。 

 ６ページ目をお願いします。 

 リバースモーゲージ利子助成でございま

す。 

 熊本地震後に金融機関が本格的に導入いた

しましたリバースモーゲージという制度をさ

らに使いやすくするため、助成を行うもので

す。 

 この制度の導入により、融資を受けること

が最も困難であると思われた高齢者の方々で

あっても、土地や建物を担保に、約１万

5,000円という公営住宅の家賃並みの利息を

返済することで、住みなれ親しんだもとの場

所に自宅を再建し、生活を送ることができま

す。 

 ７ページ目をお願いします。 

 仮設住宅から次の住まいへの転居費用を、

一律10万円助成するものです。 

 ８ページ目をお願いします。 

 民間賃貸住宅に住みかえる際の初期費用

を、一律20万円助成するものです。 

 健康福祉政策課からの説明は以上でござい

ます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 老人福祉費でございますが、説明欄の１、

介護保険対策費の新規事業、介護人材キャリ

アパス導入等支援事業につきましては、介護

職員のキャリアアップするための環境整備を

図るため、キャリアパスの導入や介護報酬の

介護職員処遇改善加算取得の支援、指導等に

要する経費、1,290万円余をお願いをしてお

ります。 

 これは、ことし４月に、介護職員の賃金改

善を図るため、臨時の介護報酬改定により介

護職員処遇改善加算の拡充措置が行われまし

たが、これを踏まえ、介護事業所等に対し、

職員の技能、経験等に応じた給与アップの仕

組みの導入と当該加算取得の手続の支援等を

行うため、事業所等への個別指導や研修会等

を行う費用をお願いするものでございます。

財源は全額国庫でございます。 

 高齢者支援課の９月補正予算といたしまし

ては、以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○下山認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 老人福祉費でございます。 

 説明欄の１、介護保険対策費の中山間地域

等創生による地域包括ケア推進事業につきま

しては、国庫補助事業の対象にならなかった

ことにより、地域福祉基金への財源更正をお

願いするものでございます。 

 認知症対策・地域ケア推進課からは以上で

ございます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○島川社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 社会福祉総務費として160万円余の増額補

正をお願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 これは、社会福祉法人による多様な福祉サ

ービスの提供体制構築支援事業につきまし

て、社会福祉法人等が行う社会福祉法改正に

関する研修会や会計監査人設置に要する経費

について助成を行うものです。 

 次に、下段の遺家族等援護費で13万円余の
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増額補正をお願いしております。 

 これは、右の説明欄、引揚者等援護事務費

につきまして、永住帰国された中国残留邦人

の方への自立支援に係る国庫補助金の内示増

によるものでございます。 

 社会福祉課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○吉田子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 ６ページをお願いいたします。 

 児童福祉総務費として370万円の増額補正

をお願いしております。 

 これは、現任保育士等研修事業につきまし

て、保育士等の経験年数と研修受講によるキ

ャリアアップに応じた処遇改善制度の導入に

要する経費でございまして、保育士等に対す

る研修の検討経費や保育所への制度説明会の

開催経費等を補正するものでございます。 

 子ども未来課は以上です。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 資料の７ページをお願いいたします。 

 精神保健費として278万7,000円の増額をお

願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 これは熊本地震の被災者等に対するアルコ

ール依存症対策に要する経費です。応急仮設

住宅やみなし仮設住宅の入居者で、地震後に

飲酒の量がふえたり、機会がふえたケースが

見られることから、これらの方のアルコール

健康障害を防止するため、相談支援や啓発等

の取り組みを実施するための経費です。 

 障がい者支援課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松岡医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 ８ページをお願いいたします。 

 保健師等指導管理費で69万5,000円の増額

をお願いしております。 

 新規事業の外国人看護師候補者就労研修支

援事業ですけれども、ＥＰＡ、経済連携協定

に基づきまして入国しますフィリピンの看護

師候補者を受け入れて研修を行う医療機関に

対して助成を行うものでございます。補助

は、熊本市内の１医療機関を予定をしており

ます。 

 医療政策課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 資料の９ページをお願いいたします。 

 国民健康保険指導費で149万円余の増額補

正をお願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 国民健康保険助言指導等事業につきまし

て、平成30年度からの財政運営責任等の都道

府県移行に向け、必要な準備を進めていると

ころでございますが、国民健康保険制度の改

正に伴い必要となるシステム改修などに要す

る経費について、全額国の補助を受け、増額

補正をお願いするものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 10ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費で59万6,000円の増額補正

をお願いしております。 

 説明欄に書いておりますように、今回、国

民健康・栄養調査の調査項目が１項目追加に

なりまして、それに伴う経費の増でございま

す。 

 説明は以上でございます。 
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○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 12ページをお願いいたします。 

 第６号議案熊本県介護福祉士等修学資金貸

与条例を廃止する条例の制定についてでござ

います。 

 12ページに条例案、13ページにその概要を

記載しております。13ページの条例案の概要

のほうで御説明をいたします。 

 １番の条例改正の趣旨及び２の内容をごら

んください。 

 本条例によります介護福祉士等修学資金の

貸与及び返還が終了したことにより、条例を

廃止するものでございます。 

 本条例は、介護福祉士、社会福祉士の資格

取得を目指す学生に対し、修学資金を貸与す

るために制定をしたものでございます。 

 貸与につきましては、平成５年度から平成

14年度までに、合計74人の方への修学資金の

貸与を行ったところですが、本年６月に最後

の方の貸与金の返還が終了いたしましたた

め、これにより条例を適用する見込みがなく

なったことから、廃止を行うものでございま

す。 

 ちなみに、平成21年度以降は、熊本県社会

福祉協議会が実施主体となり、国や県からの

補助金を原資として修学資金の貸し付けを行

っているところであり、この条例の廃止によ

り、修学資金の貸与を希望される方に支障が

出ることはございません。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、報告事項につきまして御説明

を申し上げます。 

 説明資料の14ページをごらんください。 

 報告第10号一般財団法人熊本さわやか長寿

財団の経営状況を説明する書類の提出につい

てでございます。 

 説明は、15ページ、経営状況の概要につい

てにより説明をさせていただきます。 

 １の財団の概要でございますが、(1)の設

立年月日は、平成３年11月１日でございま

す。 

 (2)設立目的としましては、当法人は、高

齢者の積極的な社会活動の促進を図るため、

生きがいと健康づくりに関する事業を行い、

もって長寿を喜べる社会の実現に寄与するこ

とを目的としております。 

 (3)主な出捐者は、県、市町村、民間企業

等でございます。ちなみに、総額で５億

2,000万円余の出捐があり、そのうち３億円

が県からの出捐でございます。 

 次に、２番目の項目、平成28年度事業報告

でございますが、主な事業を３つ上げており

ます。 

 (1)の熊本さわやか大学校の開校につきま

しては、高齢者の生きがい再発見等、また高

齢社会のリーダーの育成を目的として開校を

しており、平成28年度は、熊本市と八代市の

２カ所で合わせて125名が御卒業をされてお

ります。 

 (2)のシルバースポーツ交流大会の開催に

つきましては、高齢者の健康増進等を目的と

して開催をしており、平成28年度は、1,545

名の方々が参加をされました。また、長崎県

で開催をされました全国健康福祉祭には、

138名の選手団を派遣しております。 

 (3)は、高齢者に関する職業紹介事業でご

ざいます。県総合福祉センター及び各地域振

興局、合計11カ所に無料職業紹介所を開設い

たしまして、高齢者に対する職業相談や職業

紹介等を行っております。平成28年度は、

435名の方の就職に結びつけております。 

 次に、３番目の項目、平成28年度決算（概

要）について御説明をいたします。 

 (1)の経常収益につきましては、5,892万円

余となっており、前年度に比べ1,057万円余

の減となっております。減収の要因としまし

ては、県からの委託事業であります介護実習

普及センター事業を、事業見直しにより平成
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27年度末をもって廃止をしましたため、県か

らの委託料が約1,000万円減となったことが

主な要因でございます。また、経常収益の主

なものは、県からの補助金が4,374万円余と

なっております。 

 次に、(2)の経常費用は5,806万円余でござ

いますが、先ほど申し上げました県からの委

託事業の廃止や熊本地震に伴います一部事業

の中止、縮小により、前年度に比べまして

1,720万円余の減となっております。 

 その結果、平成28年度決算は、(3)に記載

をしておりますとおり、85万円余の黒字とな

っております。 

 次に、４の平成29年度事業計画の主なもの

でございますが、おおむね昨年度と同様の事

業を予定をしております。  

 最後に、５の平成29年度予算（概要）につ

いてでございますが、経常収益、経常費用と

も6,577万円余を計上しておりまして、収支

の均衡を図ることとしております。 

 今後とも、当該法人の予算執行等に当たり

ましては、より一層効率的な執行と適切な運

営が行われるよう、指導、助言に努めてまい

ります。 

 高齢者支援課の報告事項は以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 資料の16ページをお願いいたします。 

 報告第11号公益財団法人熊本県総合保健セ

ンターの経営状況を説明する書類の提出につ

いてでございます。 

 説明は、17ページで説明いたします。 

 まず、財団の概要でございます。 

 同センターは、昭和60年３月、財団法人熊

本県成人病予防協会として設立されました。

平成17年に総合保健センターに名称を変更

し、24年４月から公益財団法人へ移行してお

ります。 

 設立目的は、生活習慣病の予防のため、健

康診断や保健指導等の事業を行い、県民の健

康向上に寄与することでございます。 

 出捐者は、熊本県、熊本県医師会、熊本県

対がん協会、結核予防会熊本県支部です。 

 次に、平成28年度の事業報告の概要です。 

 平成28年度は、震災後、独自に震災復興計

画を策定し、健診計画の変更や受診勧奨を行

ったことで、施設健診等につきましては、約

６％の増加となっております。 

 また、新たな保健衛生施策等への対応とい

たしまして、産業保健推進室を設置いたしま

して、事業所へのアンケート調査、健康経営

への支援等を実施しております。 

 このほか、新たな事業展開といたしまし

て、胃内視鏡等の需要増に対応するため、検

査態勢の強化を行いまして、昨年度より

1,100名増の5,600名の検査を実施しておりま

す。 

 続きまして、平成28年度の決算でございま

す。 

 経常収益は20億1,942万円余、経常費用は

18億9,480万円余、当期の経常増減は１億

2,461万余でございました。 

 続きまして、平成29年度の事業計画でござ

います。 

 29年度は、28年度同様に、震災復興計画の

推進に取り組むとともに、県民の健康づくり

に向けて、引き続き、保健事業、健康支援活

動の充実に努める予定となっております。 

 最後に、平成29年度の予算でございます。 

 経常収益、経常費用とも、おおむね昨年度

と同規模の予算額により事業を実施する予定

です。 

 今後も、予算執行に当たりましては、一層

効率的、効果的に運用するとともに、公益財

団法人として適切な運営が行われますよう、

指導に努めてまいります。 

 説明は以上でございます。 
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○大川薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 報告議案２件について御説明を申し上げま

す。 

 資料の18ページをお願いいたします。 

 まず、報告第12号公益財団法人熊本県移植

医療推進財団の経営状況を説明する書類の提

出ですが、これにつきましては、資料19ペー

ジの概要をもとに御説明申し上げます。 

 １の財団の概要でございますが、この法人

は、アイバンク事業及び移植医療の普及促進

に関する事業を行うことにより、県民の健康

及び福祉の向上に寄与することを目的とし

て、昭和54年３月29日に設立され、平成25年

４月１日付で公益財団法人に移行しておりま

す。 

 次に、２の平成28年度事業報告でございま

す。 

 まず、(1)普及啓発事業は、移植医療に対

する県民の理解と協力が得られるよう、普及

啓発を行っております。 

 (2)の移植希望者の調査事業では、腎移植

希望者の登録更新診察会を開催した結果、

116名の方が受診をされております。 

 (3)の摘出あっせん業務により、眼球の提

供者が11名で22眼、利用眼球数は13眼でござ

いました。 

 ３の平成28年度決算でございます。 

 (1)の経常収益の決算額は1,182万円余であ

ります。次に、(2)の経常費用でございます

が、決算額は1,122万円余であります。経常

収益から経常費用を差し引いた(3)の当期経

常増減額は、60万円余の黒字となっておりま

す。 

 ４の平成29年度事業計画でございますが、

おおむね昨年度と同様の事業実施を予定して

おります。 

 最後に、５の平成29年度の予算でございま

すが、おおむね昨年度と同様の予算額により

事業実施する予定としており、経常収益は

1,128万円余、経常費用は1,127万円余となっ

ております。 

 続きまして、資料の20ページをお願いいた

します。 

 報告第13号公益財団法人熊本県生活衛生営

業指導センターの経営状況を説明する書類の

提出についてでございます。 

 これにつきましては、資料21ページの概要

をもとに御説明申し上げます。 

 １の財団の概要でございますが、この法人

は、理容、美容、旅館などの生活衛生関係営

業の経営の健全化及び振興を通じまして、そ

の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用

者または消費者の利益の擁護を図ることを目

的としまして、昭和58年３月22日に設立され

たもので、平成25年４月１日付で公益財団法

人に移行しております。 

 次に、２の平成28年度事業報告でございま

す。 

 まず、(1)生活衛生関係営業指導事業は、

経営相談、融資相談及び苦情相談に対応する

ものでございます。 

 (2)の景気動向等調査事業は、県内の70の

生衛業者に対しまして、景気動向や設備投資

の動向を四半期ごとに調査するものでござい

ます。 

 (3)の生活衛生営業振興助成事業は、各同

業組合が実施する生衛業の振興のための事業

に助成するものでございます。 

 ３の平成28年度決算でございます。 

 (1)経常収益の決算額は1,826万円余であり

ます。次に、(2)経常費用でございますが、

決算額は1,820万円余であります。経常収益

から経常費用を差し引きました(3)当期経常

増減額は、６万円余の黒字となっておりま

す。 

 ４の平成29年度事業計画でございますが、

おおむね昨年度と同様の事業実施を予定して

おります。 
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 最後に、５の平成29年度予算でございます

が、おおむねこれも昨年度と同様の予算額に

より事業を実施する予定としており、(1)の

経常収益は1,854万円余、(2)の経常費用は

1,852万円余となっております。 

 説明申し上げました２つの財団の予算の執

行に当たりましては、今後ともより一層効率

的な執行を心がけ、適切な運営が行われます

よう、指導に努めてまいりたいと思います。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料の22ページをお願いいたします。 

 報告第37号いじめに係る重大事態に関する

調査結果の報告でございます。 

 これにつきましては、23、24ページの調査

結果の概要で御説明申し上げます。 

 まず、調査の経過ということで、事案の概

要についてでございますが、平成25年８月

に、当時県立高校１年の女子生徒が、自宅で

自死するという事案が発生いたしました。学

校は、自死の事実を伏せたまま、事実確認や

聞き取り等の調査を行いました。翌年10月

に、学校は、その結果を御遺族に報告しまし

たが、御遺族は、学校の対応が不十分である

と県教育委員会に伝え、同時に、報道機関を

通じて自死について公表されました。これを

受け、学校は、平成27年２月、学校調査委員

会を設置し、全校生徒を対象とした初めての

アンケート調査や個別の聞き取りを行い、平

成28年２月に、御遺族にその結果を報告いた

しました。しかし、納得されず、県に再調査

を求められました。知事は、平成28年４月、

県いじめ調査委員会に対し、学校調査の結果

について調査、審議するよう、諮問を行いま

した。 

 今回の報告は、県いじめ調査委員会からの

答申をもとに調査結果として取りまとめ、い

じめ防止対策推進法に基づき、県議会に報告

するものでございます。 

 次に、２の知事からの諮問事項ですが、資

料に記載の３点でございます。 

 なお、参考として、県いじめ調査委員会の

概要、委員構成について記載しております。 

 次に、３の審議経過、４の県いじめ調査委

員会からの答申は、記載のとおりでございま

す。 

 次に、調査の結果でございます。ローマ数

字のⅡのところでございます。 

 １の学校調査のプロセスや方法等について

の検証でございますが、２点に絞って記載し

ております。この２点は、いずれも学校調査

委員会が設置される前のこととなります。 

 １点目といたしましては、学校は、いじめ

はなかったかという認識で事実を追及する姿

勢が希薄であり、自死した事実を在校生徒や

保護者に伝えることを前提とした詳細調査の

実施の判断が主体的になされなかったことで

あります。 

 ２点目としては、学校は、調査の手順につ

いて、あらかじめ遺族に丁寧に説明をし、共

有化する必要があるという認識が不足してい

たという点でございます。 

 裏のページをごらんください。 

 学校調査の見解についての検証でございま

す。 

 まず、いじめの認定についてでございます

が、得られた証言を事柄ごとに整理し、その

信憑性を評価した上で、いじめの可能性のあ

る行為が認定されました。さらに、本生徒が

心身の苦痛を感じるかどうかという観点か

ら、いじめの有無について判断されました。 

 その結果、学校調査委員会が認定した５項

目に１項目が追加され、合計６項目につい

て、いじめと認定されております。 

 追加認定されたのは、寮の同級生が、本生

徒の顔写真を寮のＬＩＮＥグループのトップ

画にし、グループ名に変なあだ名をつけたと

いうことでございます。 
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 本生徒と寮の同級生との間には、口げんか

や互いの写真を無断で携帯のＬＩＮＥ上に掲

載する行為があったことなどから、学校調査

委員会ではいじめと認定されませんでした。

しかし、本委員会では、双方向お互いにした

行為であっても、本生徒は心身の苦痛を感じ

たと推察されることから、いじめとして認定

されました。 

 次の本生徒の自死の背景についてでござい

ます。 

 本事案においては、遺書その他事実を明確

化する資料が残されていないこともあり、自

死に至った直接の原因は特定できなかったと

いうことであります。 

 このいじめ調査委員会の結論に対して、学

校調査委員会が示した自死の背景は、調査に

より得られたさまざまな情報を総合的に評価

して結論づけられたものであったと考えるこ

とができるとしております。しかし、いじめ

が自死に直接的な影響を与えたとは認めがた

いとする学校調査委員会の見解については、

本県いじめ調査委員会におきましては、その

見解とは異なるということでございました。 

 本生徒の自死の背景ですが、別冊資料の７

ページに、証言や聞き取り結果等から、本生

徒が置かれている状況、そのときの心情を分

析し、推察されたものが記載してございま

す。 

 ４月に親元を離れて高校での寮生活を開始

しましたけれども、その中で、寮でのトラブ

ルが発生したということでございました。 

 寮をやめたいという気持ちがありながら、

寮を最終的にはやめることができなかったと

いうことで、夏休みに帰った中で、自宅で自

死をしたという状況でございました。 

 それでは、もとの概要のページに戻りま

す。 

 次に、学校における再発防止等のための取

り組みについての検証でございます。 

 １点目は、生徒が発したサインを拾い上げ

るような教育相談体制が十分に機能していな

かった、２点目として、寮生に対しては、ス

クールカウンセラーや養護教諭等、専門的な

知識を有する者を活用したメンタル面のケア

が必要であった、３点目としては、情報モラ

ル教育が、入学間もない１年生に対しては十

分浸透していなかったでございます。 

 最後に、４、県いじめ調査委員会からの提

言でございます。 

 ６点記載しておりますが、１番目に、自死

の背景について、自死の事実を生徒や保護者

に伝えることを前提とした詳細調査の実施に

ついて、早期に遺族と協議を行うべきであ

る。２つ目でございますが、重大事態が発生

した場合の調査について、現在の県の規則が

調査主体を学校に限定している点について

は、見直しを検討すべきであるということで

ございます。また、再発防止に向けてでござ

いますが、寮の適切な管理運営や情報モラル

教育を早い段階で行うべきであるという点な

どについて提言がありました。 

 以上が調査結果の報告でございます。 

 なお、調査報告書については、７月14日に

県教育委員会に通知し、今回の重大事態への

適切な対応及び再発防止のために必要な措置

を講じるよう求めております。 

 報告は以上であります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。  

 質疑ありませんか。 

 

○鎌田聡委員 ２ページの住まいの再建支援

事業ですね。 

 御説明ございました別冊の資料ですね、す

まいの再建加速化事業ということで、被災者

の住まい再建へ一歩踏み出すのに、非常に有

効な事業だと思います。 
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 １つは、この熊本型になるんでしょうか。

やっぱり先例が、こういうのがあってこうい

うことをつくられたのかどうか、ちょっと教

えていただきたいと思います。 

 

○野尾健康福祉政策課長 今回のこの支援策

を検討するに当たりましては、委員御指摘の

ように、中越地震でございますとか、東日本

の実例を一応参考とはしております。しか

し、本県で、この２ページ目に書いておりま

すように、一番の課題というのは、やっぱり

自宅再建をどう進めていくか、持ち家再建を

どう進めていくかという話と、あと一つは、

資料には入っておりませんが、仮設住宅の内

訳が、建設型で約4,000から5,000、借り上げ

型で１万5,000あります。ですから、そうい

うふうな形態に応じて、どのような手法が一

番いいのか。ですから、自宅再建につきまし

ては、このような２つの利子助成、民間賃貸

に対する初期的費用の助成につきましては、

他の実例では大々的にやっておりません。ま

た、転居費用助成につきましても、ここまで

県が全て、自宅、民間賃貸、公営住宅という

ふうに振り分けた例も見られません。やは

り、そこは知事に思い切った判断をしていた

だいて、私たちとしては、このような支援策

をこの時期に打ち出すことで、早期に皆様た

ちの住まいの復興を目指していきたいとの思

いで、今回、予算をお願いしている状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 そういうことで、かなりやっ

ぱり熊本型ということで、知事を初め、被災

者の生活再建ということで踏み込んで対応し

ていただけているというふうに評価をしたい

と思いますけれども、あと、この制度を活用

するに当たって、ちょっと疑問に思うことに

ついて教えていただきたいと思いますが、既

に自宅をつくられた方が対象になるのかと、

もう既に仮設を出られている方が、まあ一時

金とか、10万円のお金、20万のお金、その辺

が対象になるのかどうなのか、ちょっと教え

ていただきたいと思います。 

 

○野尾健康福祉政策課長 やはり早期に自宅

を再建なさった方、それが、今仮設に入って

いらっしゃる方と同じ被災状況であったり、

同じ状況であれば、私たちは遡及して対応し

たいと思います。 

 あと１点は…… 

 

○鎌田聡委員 10万円と20万円の。 

 

○野尾健康福祉政策課長 そちらのほうも、

仮設を既に出られた方も、自己努力で先に出

ていらっしゃるので、それについても遡及し

て対応はしたいというふうに思っておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 ぜひ、その点、公平性も含め

て、いい制度でありますから、そういったの

も問われてきますので、ぜひお願いしたいと

いうこととあわせて、もう一つは、今もう仮

設にもいらっしゃらなくて、熊本県にもいら

っしゃらなくて、家が壊れて県外に行かれ

て、県外の家族に身を寄せていらっしゃる方

がかなりいらっしゃると思います。そういう

方々が自宅を再建しようとされる場合に、対

象になるのかどうなのかと、多分対象になる

と思いますけれども、あとそういった方々へ

の周知、これをどうやっていくのかというこ

とを教えていただきたいと思います。 

 

○野尾健康福祉政策課長 県外の公営住宅と

かみなし仮設にお住まいの方が、熊本県に戻

っていただいて、もとの土地に御自宅を再建

なさるということであれば、対象になると考

えております。 

 あと、そういう県外の方への周知について
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は、10月、11月と重点的に地域支え合いセン

ターや市町村にお願いして、支援策とか、今

後の住まいの動向、どうなさるかをしっかり

聞き取った上で対応していきたいと思ってお

ります。 

 

○鎌田聡委員 ぜひ、多くの方が多分他県に

出ていかれていると思いますので、そういっ

た方々へ漏れなくやっぱりきちんと、これだ

けの制度をつくりましたということで、まあ

対象、いろんな制限もあるかもしれませんけ

れども、周知をしっかりとやっていただくよ

うにお願いしておきます。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員 今の鎌田委員の住まいに関

して、関連してお尋ねしたいんですけれど

も、高齢者のそのリバースモーゲージという

ことなんですが、土地や建物を担保にして、

お亡くなりになったときに処分をして返済す

るということでありますが、当然、土地も建

物も、大なり小なり被害といいますか、被災

を受けていると思うんですね。そういった場

合に、価値といいますか、この建物あるいは

土地がどれだけの担保価値があるのかという

のは、どなたが見きわめるのかということを

まず教えていただきたいと思うんですね。 

 

○野尾健康福祉政策課長 ちょっと私のほう

の説明不足で申しわけございません。 

 リバースモーゲージというのをもう一度お

さらいさせていただきますと、被災された建

物があります。それについて、建て直しま

す。修理をします。このとき、お金を借りま

す。ですから、そのときの、いわゆる建て直

した場合は、新築経費を担保にします。土地

については、住宅支援機構のほうで評価をし

ます。これは実勢価格で評価をします。です

から、通常の公示価格とか取引価格を参考に

土地は評価をいたします。ですから、融資を

受ける金額というのは、その担保額以内の

0.6であったり、0.7というふうな規定がござ

います。一定の割合がございます。建物であ

れば0.7、土地であれば0.6という記憶でござ

いますが、そういうふうな中で借り上げた上

で、返済は月々利子のみと。で、亡くなられ

た場合は、御遺族が一括償還なさるか、それ

とも、御遺族がもう要らないということだっ

たら、銀行の関連債権回収会社のほうで土

地、建物を買い取って、それで弁済しますと

いうふうな仕組みになっております。 

 済みません、ちょっと説明が短過ぎて、誤

解を与えて申しわけなかったと思います。 

 

○髙島和男委員 建物に関してはそうでしょ

うし、土地に関してもそういった評価をされ

るということなんですが、ちょっと懸念する

のは、土地に関して言いますと、これだけ、

地震以降、いろいろ活断層の問題等々が言わ

れているわけでございますけれども、そこら

辺もやっぱり評価の基準ということで、きち

んと見分けられるんですかね、その不動産の

価値としてですね。 

 

○野尾健康福祉政策課長 個別具体事例につ

いてはお答えできないんですけれども、一般

論としてお話しさせていただきますと、土地

の価格というのは、断層があるとか断層がな

いとかいうことではなくて、実際、どれだけ

の価格でその土地を取引されているかという

不動産評価、これが通例でございます。その

評価額で支援機構のほうは評価していくとは

聞いておりますが、具体にまた御不安な点が

ございましたら、私たちにお尋ねいただけれ

ば、その点については詳しくお話ししたいと

思いますが、そういう回答でよろしゅうござ

いますでしょうか。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 
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○藤川隆夫委員 ７ページの精神保健費で、

先ほど言った、地震によってアルコール依存

症の方がふえたという話がありますけれど

も、通常のアルコール依存症の一般的なパー

センテージに比べて、どの程度高くなったの

か、あるいはそれは関係なく――ちょっとそ

の付近を教えてもらえますか。 

 

○奥山障がい者支援課長 アルコール依存症

対策についてでございますけれども、もとも

と大震災の後には、依存症に関して、アルコ

ール関連で問題がふえてくるというような医

学的知見がございました。あわせて、本県に

おいて、本年３月に応急仮設やみなし仮設の

入居者を対象にした調査で、回答者の中の

7.5％の方、約360名の方が飲酒量がふえた、

あるいは飲酒の機会がふえたというような方

で、朝、昼から飲んでいるというような方も

いらっしゃいました。 

 また、従来から、精神保健福祉センターで

アルコール相談に対応しておりますけれど

も、地震後に約2.5倍増となっておりますの

と、依存症回復プログラムの参加者数も約

1.5倍の増ということになっておりまして、

今後もふえることが予想されております。 

 こういったことから、アルコール依存症対

策は今後強化すべきという考えで、今回提案

させていただいたものでございます。 

 

○藤川隆夫委員 今のでわかります。やっぱ

り震災後ふえているというのはわかります

し、また、この依存症の方々をどうやって離

脱させるかというのがこれから大事になって

くると思いますので、そのプログラムは精保

センターでつくってやられているんですよ

ね、今現在。 

 

○奥山障がい者支援課長 現在においても、

アルコール依存症回復プログラムということ

で、国でつくっているプログラムを熊本バー

ジョンに変えたものを使って、精保センター

で実施しております。 

 これに加えまして、今回、新たにアルコー

ル依存症の専門の相談員を配置して、早期対

応に努めるという形にしたいと思っておりま

す。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。しっかりと

取り組んでいただければと思います。よろし

くお願いします。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙島和男委員 15ページのさわやか長寿財

団についてお尋ねしたいんですけれども、高

齢者に関する職業紹介事業ということで、平

成28年度、435人就職されたということであ

りますけれども、そもそも希望されている人

が、大体、おおむね、概略何人ぐらい、その

中の435人、母数というか、そこいらを教え

ていただきたいのが１つ。 

 この事業がいつごろからスタートして、今

日まで、累計としてどのくらい就職をされた

のか、もしもおわかりであれば。 

 そして、各地域の振興局でということであ

りますけれども、何か地域の振興局で特徴的

なものがあれば教えていただきたいと思うん

です。 

 以上でございます。 

 

○谷口高齢者支援課長 就業に結びついた方

の数でございます。平成28年度は435人とい

うことですけれども、一般的に就業相談とい

うのをまず受けて、その後いろいろやりとり

をしまして、最終的なマッチングをして、結

果的にこの435人ということになっていま

す。済みません、どのくらいの方がそこを訪

れて相談に来られたかというのは、ちょっと

今手元にございませんので、そちらは後でま

た調べまして御返事をさせていただいてよろ
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しゅうございますでしょうか。 

 それと、この制度はいつからスタートをし

たかということでございますけれども、正確

には、済みません、ちょっと把握はしており

ませんが、そこの15ページの概要のところに

書いておりますけれども、平成３年11月１日

にはこの財団設立がなされておりまして、も

うそのときには既にそういう職業紹介事業と

いうのはされていたと。それ以前につきまし

ては、さわやか長寿財団以外のところで、例

えば県社協とか、そういったところでこうい

うのを実施をしていたとかいうお話はちょっ

と聞いておりますが、尐なくとも平成３年以

降は実施をされておるということでございま

す。 

 あと、振興局で特徴的なものがあるかどう

かということでございますけれども、振興局

で、今詳細は、特徴的なものは把握はしてお

りませんけれども、いろいろ地域性もござい

ますので、例えば菊池とかそういったところ

につきましては、いろんな商工業分野とか、

そういったもののマッチングもあっていると

いうふうなことは聞いております。 

 以上でございます。よろしゅうございます

でしょうか。 

 

○田代国広委員長 今の点については、後ほ

ど精査して委員に御報告してください。 

 

○谷口高齢者支援課長 精査して御報告をさ

せていただきます。 

 

○髙島和男委員 これは、とっても、これか

らもまだ高齢者というのはふえていくわけ

で、すばらしい事業だと思いますので、ぜひ

多くの皆さんに周知をしていただいて、事業

がより一層進むように、ぜひ御尽力いただき

たいと思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 要望ですね。 

 

○髙島和男委員 はい。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○楠本千秋委員 12ページのこの県の介護福

祉士等の修学資金の廃止条例の件ですけれど

も、平成５年から14年の対象の74人は終わっ

たということですけれども、その後は社協の

ほうで対応されているようなお話でしたけれ

ども、その後の希望者の推移、数字というん

ですかね、どんな状況かを教えていただけれ

ば。 

 

○谷口高齢者支援課長 修学資金の貸し付け

につきましては、今委員おっしゃいましたと

おり、平成21年度から県社協のほうで実施を

しておりますが、これまでは、平成21年度か

ら平成28年度までは、459人の方への貸し付

けを行っております。金額といたしましては

約５億3,000万円程度、合計でございますけ

れども、その金額の貸し付けを行っていると

ころでございます。 

 

○楠本千秋委員 その459の地域別という

か、その辺の状況はわかりますか。 

 

○谷口高齢者支援課長 済みません、ちょっ

と地域別といいますのは、その借り受けをさ

れた方の出身ということですね。 

 

○楠本千秋委員 はい。 

 

○谷口高齢者支援課長 済みません、そちら

のほうはちょっと今手元にございませんの

で、後ほどまた調べまして御報告をさせてい

ただければと思います。 

 

○楠本千秋委員 わかりました。 
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○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 報告の第12号なんですけれ

ども、移植関係の話なんですけれども、以

前、このコーディネーター自体が１名だった

ような気がするんですけれども、コーディネ

ーターの養成も今されていると聞いておりま

すけれども、その現状がどうなのかと、もう

１つは、角膜移植等は数字が出ておりますけ

れども、腎移植等について、ここ数年どうい

う状況にあるのか、また、ほかの臓器につい

てどういう状況にあるのか、教えてくださ

い。 

 

○大川薬務衛生課長 コーディネーターにつ

きましては、県のほうの予算を入れまして、

後任者の育成ということで、日本臓器ネット

ワークが行います数々の資格認定のほうの研

修会等に派遣をしております。徐々に能力も

高まっているように聞いておりますので、２

人体制でいっときはできるようなことになる

かと思います。 

 それから、角膜につきましては、一部の眼

科では輸入した角膜を使っておりますし、ア

イバンクで献眼をしていただいた角膜という

のは、高齢者の方が提供をされた事例がほと

んどでございますので、角膜の中の細胞の数

とかいうのを調べまして、できるだけいい角

膜を移植したいということで、保存眼が一部

多くなっているような状況もあります。 

 それと、腎臓の移植につきましては、血縁

関係間の移植がかなりふえているようには聞

いておりますけれども、ちょっと細かい数字

は今持ち合わせておりませんので、後ほどお

知らせさせていただければと思います。 

 それから、臓器移植につきましては、脳死

下での臓器提供が全国的にかなり進んでおり

ます。熊本県でも、５年ぐらい前はほとんど

なかったような状況ですが、一昨年の３月ま

でで３件の提供がございました。 

 それにつきましては、摘出を行いまして、

全国の患者様のもとに届けられるような状況

で対応はしております。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 １人から２人体制になると

いうことで、ネットワーク等の構築もよりや

りやすくなると思いますので、進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○田代国広委員長 答弁者の方にお願いしま

す。できるだけマイクを近づけて答弁してい

ただきたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 済みません、報告第37号、い

じめの調査結果に基づくということでありま

した。その概要を御報告いただきまして、こ

の県いじめ調査委員会から知事に答申がなさ

れて、この後、知事は、これを教育委員会に

対してどうされるのかということと、この調

査結果が全てなのか。あと、学校調査委員会

に対してのやっぱり見解の相違というのが出

ていますので、学校調査委員会は、これに対

してどう反応されているのかというのを教え

ていただきたいと思います。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 １点目の知事が

教育委員会に対してどのようにというところ

についてでございますが、７月14日に、いじ

め調査委員会から知事に対する答申がござい

ました。その日のうちに知事は、教育委員会

に対して、必要に応じて改善策を講じるよう

にという通知を出しております。 

 それに対しまして、教育委員会におきまし

ては、今さまざまな審議を進められていると

ころでございます。９月の中旪の時点で、今

対応状況というのは報告いただいているとこ

ろでございます。 



第４回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成29年９月26日) 

 - 16 - 

 

○鎌田聡委員 そういう対応状況でも、この

委員会の報告に基づいて対応していくという

ことでよろしいんですかね。不服申請とかそ

ういうのが出ているとか、そういう状況じゃ

ないということでよろしいんですか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 不服ということ

ではなく、まず学校調査委員会の結果につい

て、本いじめ調査委員会は、その調査結果を

審議いたしました。その審議結果として、教

育委員会に対して通知をいたしました。教育

委員会は、その結果を受けて検討していると

いうことでございますので、不服というよう

なことでお話があっているわけではございま

せん。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、知事も、このいじめ

調査委員会ですか、この結論づけられたこ

と、そして教育委員会への提言に対しては、

もうそういう立場で、その提言を受けて、知

事としては、教育委員会に対して物申してい

らっしゃるし、それも受けて教育委員会は、

そういう方向で改善に向けてやられていると

いうことでよろしいんですか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 いじめ調査委員

会からの答申を受けて、県は教育委員会に通

知を出しまして、教育委員会はそれを受けて

いただいているということでございます。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、そういうことである

のならば、しっかりとこの提言を踏まえて、

早期にやっぱり改善できるところがあると思

いますので、教育委員会に対して、しっかり

とその辺を知事から対応していただくよう

に、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員 済みません、今のに関連し

てですけれども、もうちょっと具体的に言う

と、例えばこれは25年に起こった案件なの

で、今29年ですよね。ということは、当時の

学校現場の管理職とか、かかわった方はもう

いらっしゃらない可能性もありますが、詳細

はわからないので、そういう可能性もありま

すが、今その改善に向けてということで、場

合によっては、例えばさかのぼってその管理

職の責任を問うとか、そういう可能性がある

のかどうかというのをまずお尋ねしたい。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 本委員会におい

て、それからまた、この県からの教育委員会

への通知の中には、管理職の処分とか、そう

いうことは含まれておりません。教育委員会

で、この本委員会の結果を受けて、その中で

審議をされるものだというふうに考えており

ます。 

 

○溝口幸治委員 わかりました。 

 もう１点いいですか。 

 

○田代国広委員長 はい。 

 

○溝口幸治委員 24ページの最後の提言の中

で、一番最後ですね。要は、寮の適切な管理

運営ということで、実は私、高校の寮のこと

を大分調べているんですよ。築年数が、まあ

私の年齢ぐらい、私は47歳なんですけれど

も、大体私が生まれたころとか、私が生まれ

る前に建っている寮がほとんどで、今の時代

に照らしたら、非常にプライバシーが守れる

のかどうか、非常に環境的に、まあ補修はや

っているんですけれども、なかなか時代に合

ったものになってないなという印象を私は持

っています。 

 それから、私の調査によると、大体１学期

ぐらいで女の子たちは出ていってしまう。ま

あ、環境の問題と人間関係の問題と両方ある

んだと思いますけれども、とにかくこの自死
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の背景の中には、そういうものが直接触れら

れていませんが、やっぱり親元から離れて住

むときに、何というかな、やっぱり寂しいと

いうか、ここでやっていけるのかなというよ

うな不安を感じるような施設だと思うんです

ね。 

 なので、ここは、まあ教育委員会で考える

とはいえ、皆さん方も一回寮をしっかり見て

もらって、そこで子供たちが本当に学ぶ環境

かどうかというものを、教育委員会と一緒に

ぜひ議論をしてほしいというふうに思いま

す。これは要望で。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○野尾健康福祉政策課長 先ほど私がリバー

スモーゲージで担保評価額の説明をいたしま

したが、ちょっと済みません、正しい表現で

もう一度説明させていただいてよろしいでし

ょうか。 

 

○田代国広委員長 どうぞ。 

 

○野尾健康福祉政策課長 まず、建物の担保

評価額は、工事請負契約書の建設費の約６割

です。で、マンションとかを買う場合、売買

する場合も、同じように売買契約書の約６割

です。 

 次に、委員のお尋ねがあった土地のほうな

んですが、既に持っている方は、済みませ

ん、これはちゃんと説明します。固定資産税

評価額に７分の10を掛けての６割――だか

ら、1.3倍か1.4倍ぐらいになるんですかね。

の６割を担保します。新しく土地を買い取っ

た場合は、売買価格の６割というふうになり

ます。 

 ですから、あんまり断層とかいうのは、こ

の計算には反映してこれませんので、先ほど

曖昧な説明をして申しわけございませんでし

た。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号及び第６号について、一

括して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外１件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外１件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、今回付託された請第27号を議題とい

たします。 

 請第27号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 請第27号でございますが、この請願は、熊

本地震により被災された市町村国民健康保険

及び熊本県後期高齢者医療の被保険者の方々

に対しまして、市町村等が実施しております

医療費の一部負担金免除措置が本年９月30日

で終了することにつきまして、免除措置を継

続できるよう、県が市町村等に対して財政支

援を行うよう求める請願でございます。 

 これまでの県の対応等について御説明申し

上げます。 

 熊本地震の被災者に対しましては、震災直

後のけがや病気等に対する負担軽減を図る目

的で、保険者である市町村等の判断により、

医療費の一部負担金が免除され、これに対し

まして、国が免除した額全額を財政支援する

特例措置が設けられました。 
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 この特例措置は、本年２月末で終了予定で

ございましたが、市町村の意見を踏まえ、３

月以降も財政支援を延長するよう国に強く要

望した結果、本年９月末まで延長されること

となりました。 

 ただし、３月以降の特例措置におきまして

は、市町村の被害の程度を勘案した財政支援

となりまして、この結果、負担が発生する市

町村もございましたため、県は、この特例措

置にあわせまして、国民健康保険につきまし

ては、県の特別調整交付金を活用して財政支

援を行うことにより、市町村の実質負担をゼ

ロにしております。 

 国は、東日本大震災のときと同様、発災か

ら１年半で特例措置を終了することとしてお

り、国の支援を補完する形の県の財政支援に

つきましても、国の財政措置と合わせること

としております。 

 10月以降は本来の制度に戻りまして、市町

村の免除額の割合が３％以上の場合は、国が

８割の財政支援、３％未満の場合も、県が５

割の財政支援を市町村に対して行うこととな

ります。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 ただいまの説明に関して

質疑ございませんか。 

 

○山本伸裕委員 ９月末診療分をもって今ま

での免除制度は終了させるということなんで

すけれども、県の認識として、もうこの免除

制度を必要とされていないという認識なのか

どうか、お尋ねしたいと思います。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 ただいま御説

明を申し上げましたとおり、特例措置は、発

災直後の被災者の方々のけがまたは病気等の

負担を軽減するという目的で行われまして、

国が、東日本大震災のときと同様、１年半で

特例措置を終了するということを示しており

ますので、県も同じような判断をしておりま

す。 

 なお、特例措置がなくなりましたからとい

いまして、一切の財政支援がなくなるという

わけではございませんで、ただいま申し上げ

ましたように、市町村の免除額が３％以上に

なりました場合には、国が８割を支援いたし

ますし、３％未満の場合は、県が５割財政支

援するという形、通常措置に戻るということ

でございます。 

 

○山本伸裕委員 今までは、だから、国が８

割補助した場合には、残りの２割分を県が補

助すると、市町村負担はないというようなこ

とだったんだけれども、今後、３％以上の場

合は、国が８割出しても、県は補助しないと

いうことなんですよね。 

 これに対して、先ほど請願者の御発言があ

りましたけれども、９割の被保険者の方が医

療費の免除継続を希望していると。そして、

益城町でも、お話を伺いましたけれども、国

に対して強くあるいは県に対してでも、免除

制度の継続を強く要望しているというような

お話を伺いました。そういう点では、被保険

者あるいは市町村からの継続の要望というの

は強いんじゃないんですか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 ９月末で特例措置が終了するということに

関しましては、７月28日に市町村に対して説

明会等を開催いたしまして、意向等につきま

して照会を行いましたけれども、継続をする

というような意向を示された市町村は、現在

のところございません。 

 また、現在の特例措置につきましては、一

定以上の半壊ですとか全壊ですとか、被災者

に対しまして、所得等一切関係なく、全体に

支援するという特例措置でございますので、

先ほど請願者の方もおっしゃいましたよう
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な、低所得者等に対するいろんな御心配につ

きましては、従来から低所得者に対する一部

負担金の減免措置というものはございますの

で、そういった減免措置のほうを受けていた

だくということで、受診抑制等にはつながら

ないのではないかというふうに考えておりま

す。 

 

○山本伸裕委員 ９月以降も免除制度の継続

の意向を示した市町村はないというようなお

話でしたが、それは、市町村がもし免除継続

するならば、２割の負担をしなければならな

いということで、これはもう財政的にもたな

いというようなことで、断念せざるを得ない

というようなところが実情じゃないかと思う

んですね。もし継続できるんだったら、それ

はもう継続をぜひ県や国にお願いしたいとい

うことじゃないかと思うんですね。 

 一般質問でも氷室議員がおっしゃっていま

したが、仮設避難者の中で、もう病院に薬を

もらいに来なくなったと、病院の先生が、ど

うされているんだろうかということが心配だ

というようなことを言われていましたけれど

も、先ほどのアルコール依存症のお話もそう

ですけれども、避難生活が長引けば、やっぱ

り心身ともに健康悪化、健康被害というのは

当然懸念されるわけで、それが自己負担が出

てくるというようなことになると、それはま

すます受診抑制につながる懸念というのは大

きくなっていくと思うんですよね。 

 受診抑制対策というふうなことを言われる

のであれば、医療費の免除継続を決断すると

いうのが一番の私は受診抑制対策だし、被災

者の命と健康を守る対策になるというふうに

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 繰り返しにな

りますけれども、受診抑制ということに関し

ましては、先ほども申し上げましたけれど

も、低所得者、所得が低くてなかなか病院に

行けないという方が、本当に医療を受けられ

ないという事態というものは、私どももよく

ないというふうに認識はしておりまして、そ

ういった方々に対しての個別の対応というも

のはございますので、ちょっと所得が低くて

なかなか病院に行きづらいというような方が

おられましたら、それぞれの市町村役場のほ

うに御相談いただくようにということで話を

しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 この件につきましては、

当委員会に採択、不採択を求められた案件で

ありますので、ここで質疑を終わりたいと思

います。 

 

○鎌田聡委員 ちょっと質問をいいですか。

中身の質問、ちょっとお尋ねの質問で、い

い、悪いじゃなくて。 

 

○田代国広委員長 質問の中身。 

 

○鎌田聡委員 この請願で書いてあることに

対する質問、状況の質問。 

 

○田代国広委員長 答えられると。 

 

○鎌田聡委員 答えられるでしょう、多分。 

 

○田代国広委員長 鎌田委員。 

 

○鎌田聡委員 済みません、請願の最後のと

ころで、岩手県が、自己負担分の８割は国か

ら支援を受けているということで、残りの２

割は県と保険者、まあこれは県の判断でしょ

うけれども、自己負担分の８割を国から支援

を受けているというのは、どういうことで受

けているんでしょうか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 岩手県につき
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ましては、国から８割の支援を受けていると

いうのは、先ほど申しました通常の措置に戻

るということでございまして、免除額が３％

を超えた場合には、国から８割支援が来ると

いうことでございます。 

 本県におきましても、特例措置はなくなり

ますけれども、10月以降は、市町村におい

て、免除額が全体の３％を超えましたら、国

から８割支援が来るという状態でございま

す。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、これは岩手県だけ特

例じゃなくて、こういう扱いに熊本県もなる

ということなんですね。確認です。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 通常措置――特例措置ではなくなり、本来

の措置に戻りますので、岩手県だけでなく、

熊本県も同様に、３％を超えますと、国から

８割財政支援をいただけるということでござ

います。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 岩手県だけ変わっているとい

うことじゃないという理解でいいんですか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 はい。国から

の８割の支援というのは、岩手県だけではな

くて、熊本県でもほかの県でも、同じような

状況になりましたら、財政支援があるという

ことでございます。 

 

○山本伸裕委員 御回答は結構ですけれど

も、要望として発言します。 

 今岩手県のお話がありましたけれども、要

するに、国の対応というのは、１年半で通常

ルールに戻すと、それは岩手の場合も熊本の

場合も同じと。 

 ただ、岩手県の場合は、その残りの２割を

市町村と県で１割ずつ補助して、今なお継続

しているわけですよ、医療費無料化の制度

を。だから、それは熊本県も、国が打ち切る

というのであれば、ぜひ、必要とされている

制度なんだから、まだ被災者の方々が４万人

超えているような状況なんだから、継続を、

今打ち切るというのは適切でないということ

を要望しておきたいと思います。 

 

○田代国広委員長 これで質疑を終了したい

と思います。 

 次に、採決に入ります。 

 請第27号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （「採択」「不採択」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 採択と不採択という両方

の意見がありますので、採択についてお諮り

します。 

 請第27号を採択することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

   (賛成者挙手) 

○田代国広委員長 挙手尐数と認めます。よ

って、請第27号は、不採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が２件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者
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医療課でございます。 

 報告資料のほうをお願いいたします。 

 国民健康保険制度改革に向けました検討状

況につきまして、本日は、主な検討課題でご

ざいます料金の算定方法の検討状況や保険料

の試算の状況などにつきまして、途中経過で

はございますが、御報告をさせていただきま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 １、国民健康保険制度改革の概要でござい

ます。 

 改革の主な内容につきまして、３ページで

御説明させていただきますので、３ページを

お願いいたします。 

 上段の一番右側の図をごらんください。 

 平成30年度からの改革後は、県が国保の財

政運営責任を担うなど、県と市町村が国民健

康保険を共同して運営することとなっており

ます。 

 県は、市町村との共同運営のための統一方

針であります国保運営方針を策定することと

なっております。 

 県は、毎年、医療費の総額を推計いたしま

して、①市町村ごとの国保事業費納付金の額

を決定し、②その納付金を賄うために必要と

なる標準保険料率を市町村に示します。③市

町村は、標準保険料率を参考に保険料率を定

め、④県に納付金を納め、⑤県は、給付に必

要な費用を全額市町村に交付することとなり

ます。 

 １ページにお戻りください。 

 ２、改革に向けた検討状況でございます。 

 市町村との協議に加え、被保険者や保険医

等で構成する熊本県国民健康保険運営検討会

議においても協議を進め、また、市町村長に

対しましても、町村会や市長会の会議の場を

活用して御説明をしているところでございま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３、検討している主な内容でございます。 

 まず、(1)納付金の算定方法についてでご

ざいますが、市町村ごとの被保険者数や所得

水準、医療費水準に応じて市町村ごとの納付

金額を算定し、納付金の仕組みの導入等に伴

う保険料水準の急激な上昇や低下など大きく

変動する可能性がある場合には、保険料水準

の激変緩和措置などの財政調整を行うことと

しております。 

 あわせて、(2)保険料の試算についてです

が、平成30年度からの制度改革は、平成29年

度から実施されたと仮定するなど、一定の前

提のもとで、現在、市町村ごとの収納率で割

り戻す前の１人当たり平均保険料の試算を行

っております。 

 現在精査中の数字ではございますけれど

も、県平均で見ますと、平成28年度に本来必

要な保険料が約８万7,000円、決算補塡等目

的の法定外繰り入れ等を行った後の実際の保

険料は約８万2,000円となっております。平

成29年度に必要となる保険料が約８万3,000

円の見込みとなっておりますので、平成28年

度に本来必要な保険料８万7,000円と比べま

すと、約4,000円減の見込みとなっておりま

す。 

 今回の試算額は、あくまで平成29年度ベー

スの試算でございまして、今後、平成30年度

ベースで仮算定、本算定を行っていくことと

しております。 

 次に、(3)保険料水準の統一に向けた方針

についてです。 

 県では、将来的な保険料水準の統一を目指

しておりますが、現時点の市町村間の医療費

水準の格差は約２倍と大きいため、明確な達

成時期を示すことは難しい状況にございま

す。 

 保険料水準の激変緩和措置への特例基金の

活用終了後、平成36年度時点におきまして、

医療費や保険料の水準などの状況を踏まえま

して、統一に向けた達成時期について、改め

て検討を行うと考えております。 
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 次に、(4)保険料(税)収納率向上や医療費

適正化の取り組みについてでございますが、

目標収納率の設定や市町村の取り組み状況に

応じた交付金の重点配分を行うこととしてお

ります。 

 最後に、４、今後のスケジュールについて

でございます。 

 今月28日及び12月に国保運営協議会を開催

し、国保運営方針案等について審議を行う予

定です。来年の１月に納付金や標準保険料率

の本算定を行いまして、２月定例議会で国民

健康保険法施行条例案等の御審議をお願いし

たいと考えております。 

 平成30年４月の国保制度改革の円滑な実施

に向けて、しっかりと準備を進めてまいりた

いと思います。 

 以上でございます。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 着座のまま、震災関連死の概況について御

説明申し上げます。 

 なお、震災関連死につきましては、本議会

の９月20日の西岡議員の一般質問で、現在の

取りまとめ状況についてお尋ねがあり、健康

福祉部長が答弁したところです。本日は、そ

の概要について、厚生常任委員会にて報告さ

せていただきます。 

 まず、関連死でございますが、これは、家

屋倒壊などの地震による直接的被害ではな

く、その後の避難生活での体調悪化や過労な

ど、地震との間接的な原因で死亡することを

指します。 

 関連死と認められた方は、災害弔慰金の支

給等に関する法律に基づき、生計維持の場合

は500万円、その他の場合250万円が遺族に支

給されます。 

 関連死の認定につきましては、直接死と比

べ、地震との因果関係の判断が困難なため、

県では、昨年度から、熊本地震関連死認定基

準準則の策定や市町村が実施する医師や弁護

士による審査会の合同開催など、関連死の認

定事務を行う市町村を支援しているところで

ございます。 

 また、関連死に認定された方の死因の公表

につきましては、プライバシーの配慮から非

公表とする市町村が多くございます。しか

し、県が主導して、プライバシーを守れる形

で情報公開はやるべきとの知事の考え、指示

のもと、８月中旪に関連死を認定されている

19市町村に対し、死因のほか、関連死と認定

された方の死亡時の年齢、発災から死亡時ま

での期間、既往症の有無など、数項目につい

て調査をいたしました。 

 現在取りまとめておる段階でございます

が、調査結果の概要について、中間報告させ

ていただきます。 

 平成29年８月末時点で関連死と認定された

方は189名となっております。 

 まず、性別でございます。 

 男性が101人と、全体の53.4％、女性が88

人と、全体の46.6％となっております。 

 ２の既往症の有無についてでございます。 

 既往症があった方が165名と、全体の87.3

％を占めております。 

 次に、死亡時の年代でございます。 

 70歳以上の方を合計いたしますと、147名

と、全体の77.8％、８割弱となっておりま

す。 

 次に、発災から死亡までの期間についてで

ございます。 

 発災から３カ月以内に亡くなられた方が

160名と、これも全体の84.6％となっており

ます。 

 最後に、主な死因の分類について御説明い

たします。 

 疾患ごとに分類し、人数の多い順に整理し

ております。肺炎など呼吸器の疾患が53名

と、全体の28％、心不全など循環器系の疾患

50名と、全体の26.5％と、この２つを合わせ
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ますと、全体の６割弱を占めております。 

 今後、さらに整理を進め、個人情報にも十

分に配慮が必要なことから、市町村と協議を

行いながら、公表内容、公表時期については

慎重に検討してまいります。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 

○田代国広委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑ありませんか。 

 

○鎌田聡委員 済みません、国保の関係での

お尋ねになりますけれども、資料２ページに

なりますが、保険料水準統一に向けた方針と

いうことで、保険料の統一を将来的に目指す

んだということでありますが、平成36年度時

点において、改めて達成時期について検討を

行うということは、平成36年度までは今のま

まということの理解でいいんですか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 36年度という

一つの目安を出しております理由といいます

のが、そこに資料にも書いてございますよう

に、激変緩和のための特例基金の活用期間が

一応35年までとなっておりますので、そこの

時点での状況で医療費水準、保険料水準等を

見きわめてというふうに考えております。 

 36年度までには、当然、医療費水準、保険

料水準の平準化を目指したところで、さまざ

まな取り組みを進めてまいります。また、そ

のほかにも、収納率のばらつき等、法定外繰

り入れの話等、保険料統一に向けて調整すべ

き項目は多岐にわたっているかと存じます。

そういった取り組みを、しっかり35年度まで

に取り組んでまいります。 

 今のところの状況等を見ますと、その36年

度までにそういった取り組みが完全に進むか

どうかというのは非常に厳しい状況かとは考

えてはおりますが、万が一、そういった統一

に向けて市町村の協議も調え、万全な体制が

できるという状況になれば、36年度以前に統

一ということが全く不可能というわけではな

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 まあ、一気に統一というのは

なかなか、この被保険者の負担が減るとかふ

えるということで、かなりのやっぱりいろい

ろな問題も出てまいりますので、じっくりと

その辺は時間をかけてやられるということで

理解をしたいと思います。 

 それとあわせて、３ページに、これから財

政安定化基金を新設されるということで書い

てありますけれども、県でですね、この財源

は、これは国から来るんですか、県でつくら

んといかぬとですか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 財政安定化基金につきましては、平成27年

度から積み立てを開始しております。実際使

いますのは30年度以降になりますけれども、

こちらについては、国のほうから財政措置を

いただいているものでございます。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、これは新設とされて

いますけれども、もうできているやつで対応

していくということで、新たに国からまた、

30年度になるのでと幾らか来るということじ

ゃないんですか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 27年度から積

み立てを実際開始しておりますけれども、32

年度まで、国のほうから毎年参りますので、

積み立てを行っていく予定としております。

最終的な総額は、32年度末で34億程度になる

見込みでございます。 

 

○鎌田聡委員 大体34億で対応できるんです
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か。予測的にどうなんですかね。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 財政安定化基金につきましては、基本的に

は、県とか市町村とかに貸し付けというもの

が基本になっておりますので、貸し付けした

場合は償還がありますので、大丈夫かなとい

うふうに考えております。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。 

 

○藤川隆夫委員 保険料の収納率向上とか、

医療費適正化の取り組みの中で、交付金の重

点配分というのが書かれておりますけれど

も、これは収納率が上がったりとかあるいは

医療費を削減できたとか、そういう場合の重

点配分というふうに考えていいんですか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 お尋ねは、資

料の４の保険料収納率向上、医療費適正化の

取り組みのところかと存じますけれども、お

っしゃるとおり、市町村の規模に応じて収納

率の目標というものをつくっておりますの

で、そういった目標を達成した場合とか、保

険事業に取り組んでいただいた場合とか、幾

つか項目をつくっておりますので、それに向

けて今頑張っていただいて、成果を上げた市

町村に対して、おっしゃるとおり、重点的に

配分をするというふうに考えております。 

 

○藤川隆夫委員 重点配分されたそのお金自

体は、使い道というのは何か決められていま

すか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 重点配分、そ

れは市町村のほうに重点配分された…… 

 

○藤川隆夫委員 一般財源みたいな形で入っ

てくるのかな。済みません、途中で。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 市町村で国保の特別会計をつくっておりま

すので、特別会計のほうに入りますので、国

保の中で使っていただくことになります。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 市町村の保険料試算なんで

すけれども、第３回目がなされていると思う

んですけれども、これは国に対して報告しま

すよね。もう報告されているんですか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 第３回の試算をまさしく今やっている最中

でございますので、まだ国のほうに報告はし

ておりません。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 ちょっとやりとりの中で、

いずれこれは公表する予定だというようなこ

とも伺っているんですけれども、大体その時

期的なめどというのは考えておられますか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 済みません、先ほどの国の報告についてち

ょっと修正させていただきます。 

 国のほうに正式な報告はしておりませんけ

れども、速報値のみ報告しているという状況

でございます。 

 今御質問の公表の件についてでございます

けれども、現在、第３回の試算を行っており

ます。これは、先ほど申し上げましたとおり

に、平成30年度の保険料ではなく、平成29年
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度に国保制度改革を行った場合という前提で

の試算でございまして、今後、仮算定、本算

定をしていくと数字が変わっていくというよ

うなことでございまして、これまで公表をし

てなかったというような状況でもございます

が、第３回目の試算におきましては、それぞ

れの市町村から、どれぐらいになっているん

だというような要望もございましたことか

ら、28日、あさって、国保運営協議会を開催

いたしまして、そこで審議をいただいた上で

公表するというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

なければ、これで報告に対する質疑を終了

いたします。 

 次に、その他で委員から何かございません

か。 

 

○山本伸裕委員 児童手当についてお尋ねし

たいんですけれども、児童手当については、

支給を受ける権利は差し押さえることができ

ないということが法律で書かれているわけで

すが、ただ、運用においては、銀行口座に振

り込まれると、通常の預金債権として差し押

さえは可能だというような運用がなされてい

たと思うんですね。 

 ところが、平成25年11月の広島高裁で、公

的手当を狙い撃ちにするような差し押さえは

違法だと、仮に通常の預金債権であっても、

児童手当の受給権を差し押さえると、同じよ

うな性質のものは違法だというような判決が

なされているわけで、そういう点で児童手当

の受給権を保障する責任というのは健康福祉

部だと思うんですが、これは、この広島高裁

判決を踏まえて、どういう運用をしていくか

というようなことは、徴税の税務課と意思疎

通なり確認をする必要があるというふうに思

っているんですけれども、そういった確認作

業は、税務と福祉のほうでやられているんで

しょうか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 お尋ねの児童手

当でございます。 

 こちらの目的として、児童手当の支給は、

子育て支援家庭の生活の安定、また、子供の

健やかな育ちということを目的にして支給し

ているものでございます。 

 それぞれの個別の差し押さえの状況であり

ますとかということにつきましては、総務部

の所管でございますので、法令等に基づいて

実施されているというふうに認識しておりま

す。 

 お尋ねの税務課、総務部と健康福祉部との

調整ということでございますが、こちらは事

前の調整というような形では行ってはおりま

せん。 

 

○山本伸裕委員 広島高裁の判決を踏まえ

て、それは違法な差し押さえに当たると、そ

れは適切でないというようなことは、児童手

当の受給権に関して責任を持つ健康福祉部と

して、税金徴収のほうとはしっかり連携する

必要があると思うんですけれども、その個別

の事例なんかで、健康福祉部のほうから何か

税務課に意見するというようなことはないん

ですか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 個別の事案にお

いて、差し押さえをどのような形で実施して

いくかということについては、総務部におい

て個別に判断されると思っております。それ

ぞれの事情等がございますので、債権がどの

ように、例えば児童手当がどう入金されて、

いつの時点で差し押さえるのかといった状

況、それから口座の状況等につきまして、税

務課で判断されているものと思っておりま

す。 

 

○山本伸裕委員 じゃあ、こちらの担当の責
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任としては、広島高裁の判決を踏まえて、適

切に運用がなされているというふうに思って

いるというような認識でよろしいですか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 はい、そのよう

に考えております。 

 

○山本伸裕委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしまし

た。 

 これをもちまして第４回厚生常任委員会を

閉会いたします。 

  午前11時37分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により
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